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秋田わ

六
月
定
例
会

（第

二
回
）
は
六
月
八
日
に
招
集

さ
れ
、
六
月
二
十
六
日
ま
で
の
十
九
日
間
の
会
期

で
行
わ
れ
ま
し
た
。

初
日
に
栗
林
市
長
か
ら
市
政
報
告
の
冒
頭
で
、

「固
定
資
産
税
納
税
通
知
書
の
償
却
資
産
の
課
税

誤
り
、
そ
し
て
水
道
料
金
の
検
針
デ
ー
タ
漏
れ
に

よ
る
徴
収
漏
れ
が
発
生
し
た
。
先
の
臨
時
会
で
、

契
約
事
務
の
手
続
き
の
誤
り
に
つ
い
て
、
議
員
各

位
に
お
詫
び
し
、
職
員
に
三
度
と
こ
の
よ
う
な
こ

と
の
な
い
よ
う
厳
重
に
注
意
し
、
事
務
事
業
執
行

上
の
留
意
点
に
つ
い
て
徹
底
を
図

っ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
新
た
な
ミ
ス
を
重
ね
ま
し
た
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
築
い
て
き
た
市
民
と
の
信
頼
関
係
を
損

ね
る
も
の
で
あ
り
、
改
め
て
市
民
並
び
に
議
員
の

皆
様
に
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
」
と
陳
謝
さ

れ
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
市
政
報
告
で
は
、
「五
月
二
十
日
に
仙

北
組
合
総
合
病
院
早
期
移
転
新
築
推
進
会
議
の
総

会
及
び
圏
域
医
療
の
現
状
と
こ
れ
か
ら
の
地
域
医

療
を
考
え
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
、
小
山

田
秋
田
県
医
師
会
長
、
山
下
大
曲
仙
北
医
師
会
長

や
松
田
美
郷
町
長
に
参
加
い
た
だ
い
て
の
パ
ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ツ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
、
早
期
移
転
新
築

に
向
け
、
官
民

一
体
と
な

っ
て
運
動
を
展
開
し
て

い
く
こ
と
を
会
場
の
約
五
〇
〇
人
の
圏
域
住
民
の

皆
様
と
誓
い
合
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

最
終
日
に
追
加
さ
れ
た
人
事
案
件
等
も
含
め
、

上
程
さ
れ
た
案
件
は
条
例
案
八
件
、
単
行
案
九
件
、

平
成
十
八
年
度
補
正
予
算
九
件
、
人
事
案
三
件
で

い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
、
承
認
並
び
に
同

意
と
決
し
ま
し
た
。



―IttE質選間

【質
問
】

高
齢
者
の
保
健
福
祉
向
上
の

一
貫

と
し
て
、
温
泉
ふ
れ
あ
い
入
浴
サ
ー

ビ
ス
券
が
七
十
歳
以
上
の
高
齢
者
に

配
布
さ
れ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
制
度

で
あ
る
が
、
寄
せ
ら
れ
る
声
に
は
厳

し
い
も
の
が
あ
っ
た
。

市
直
営
、
第
ニ
セ
ク
タ
ー
の
温
泉

施
設
利
用
料
に
つ
い
て
は
、
今
後
、

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
ご
と
、
柔
軟
な
料

金
設
定
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
と

思
う
が
ど
う
か
。

【答
弁
】
栗
林
市
長

そ
れ
ぞ
れ
の
温
泉
施
設
と
も
、
地

域
性
や
立
地
条
件
、
設
備
の
規
模
や

利
用
者
層
、
工
夫
を
凝
ら
し
た
営
業

形
態
な
ど
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
サ

ー
ビ
ス
の
ち
が
い
は
存
在
す
る
こ
と

と
な
り
、
こ
れ
を
最
大
限
に
活
か
し

て
各
施
設
が
経
営
努
力
を
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。
各
施
設
の
運
営
に
つ

い
て
は
民
間
主
導
型
の
方
法
を
積
極

的
に
取
り
入
れ
て
い
き
た
い
と
考
え

て
お
り
、
施
設
運
営
者
側
が
経
営
状

況
等
に
応
じ
て
決
定
す
る
利
用
料
金

）

の
設
定
に
つ
い
て
検
討
し
て
参
り
た

い
と
存
じ
ま
す
。

【質
問
】

松
く
い
虫
は
、
国
と
県
の
命
令
と

財
政
保
障
の
も
と
、
公
私
区
別
な
く
、

早
期
発
見
、
徹
底
し
た
駆
除
、
蔓
延

防
止
策
を
講
ず
る
こ
と
が
は
っ
き
り

と
法
律
に
う
た
わ
れ
て
い
る
が
、
岩

手
県
と
秋
田
県
の
松
く
い
虫
対
策
の

内
容
に
大
き
な
開
き
を
作

っ
て
し
ま

っ
た
要
因
は
何
か
。

【答
弁
】
金
農
林
商
工
部
長

秋
田
県

の
対
策
に
つ
き
ま
し
て

は
、
国
及
び
県
の
方
針
に
基
づ
き
、

保
安
林
等

の

「保
全
す
べ
き
森
林
」

を
主
体
と
し
て
対
策
を
講
じ
る
と
と

も
に
、
こ
れ
以
外
の
森
林
に
つ
い
て

は
、
各
市
町
村
が
地
域
の
実
情
に
よ

り
独
自
の
取
組
を
実
施
し
て
お
り
ま

す
。
こ
の
た
め
、
「保
全
す
べ
き
森

林
」
を
対
象
と
し
た
基
本
的
な
防
除

で
は
違
い
が
な
い
も
の
の
、
市
町
村

独
自
の
取
組
に
お
い
て
は
、
県
内
の

市
町
村
は
も
と
よ
り
、
他
県
の
市
町

村
と
の
間
に
お
い
て
も
若
干
の
差
異

が
生
じ
て
お
り
ま
す
。

（佐
藤
議
員
は
こ
の
質
問
の
ほ
か
、
障
害

者
自
立
支
援
法
へ
の
対
応
に
つ
い
て
の

質
問
も
行
い
ま
し
た
）
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温泉施設利用料を

柔軟な料金設定に

佐 藤 文 子 議員

【質
問
】

経
営
所
得
安
定
対
策
を
積
極
的
に

と
ら
え
対
応
す
る
の
か
、
現
状
維
持

を
図
る
対
応
を
す
る
の
か
と
い
う
選

択
に
よ
り
支
援
セ
ン
タ
ー
の
活
動
も

軌
道
に
乗
ら
な
い
の
で
は
と
心
配
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
見

解
を
賜
り
た
い
。

【答
弁
】
栗
林
市
長

六
月
十
四
日
に
十
九
年
度
か
ら
新

た
な
経
営
安
定
対
策
の
導
入
を
盛
り

込
ん
だ

「担
い
手
経
営
安
定
新
法
」

の
成
立
を
受
け
、
十
九
年
度
か
ら
の

経
営
所
得
安
定
対
策
に
つ
き
ま
し
て

は
、
積
極
的
に
対
応
す
る
こ
と
と
し

て
、
集
落
営
農

。
法
人
化
支
援
セ
ン

タ
ー
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
各
総

合
支
所
に
二
名
の
集
落
営
農
担
当
を

配
置
し
集
落
営
農
や
法
人
化
の
取
組

を
支
援
し
て
ま
い
り
ま
す
。

【質
問
】

中
山
間
地
域
対
策
制
度
は
大
仙
市

の

一
部
で
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

農
山
村
で
生
産
条
件
の
不
利
な
地
域

は
当
市
の
中
で
も
相
当
な
地
域
に
わ

た
る
と
思
い
ま
す
。
農
山
村
の
こ
れ

以
上
の
荒
廃
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
こ

の
事
業
を
よ
り
積
極
的
に
活
用
す
べ

き
と
思
う
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

【答
弁
】
栗
林
市
長

本
市
に
お
い
て
、
中
山
間
地
直
接

支
払
制
度
の
交
付
対
象
と
な
る
農
用

地
の
該
当
は
、
南
外
地
域
の
西
ノ
又

地
区

。
湯
の
又
地
区
及
び
太
田
地
域

の
永
代
地
区
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
ほ

か
、
市
長
が
特
に
必
要
と
認
め
た
条

件
等
も
あ
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も

対
象
農
用
地
等
の
調
査
を
行

っ
て
ま

い
り
ま
す
。

【質
問
】

今
日
の
仙
北
農
業
は
、
ガ
ッ
チ
リ

し
た
米
の
基
盤
に
プ
ラ
ス
野
菜

ｏ
畜

産
等
の
複
合
で
成
り
立

っ
て
い
る
も

の
で
、
少
な
く
と
も
米
が
仙
北
農
業

の
弱
点
だ
と
い
う
認
識
は
誤
り
と
思

う
が
い
か
が
か
。

【答
弁
】
栗
林
市
長

チ
ャ
レ
ス
ン
プ
ラ
ン
で
は
、
複
合

化
に
向
け
た
取
り
組
み
を
最
重
要
課

題
と
し
て
位
置
づ
け
、
基
幹
で
あ
り

ま
す
米

の
産
出
額
は
現
状
を
維
持

し
、
米
以
外
の
戦
略
部
門
の
農
業
産

出
額
を
高
め
、
そ
の
割
合
を
稲
作
五

ｏ
％
、
複
合
五
〇
％
と
バ
ラ
ン
ス
の

と
れ
た
生
産
構
造
と
す
る
こ
と
を
将

来
目
標
に
県
、
市
町
、
Ｊ
Ａ
が

一
体

と
な
っ
て
推
進
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

（藤
井
議
員
は
こ
の
質
問
の
ほ
か
、
イ
オ

ン
大
曲
店
に
つ
い
て
、
教
育
問
題
に
つ

い
て
、
高
齢
者
雇
用
安
定
法
と
市
職
員

の
定
年
制
に
つ
い
て
の
質
問
も
行
い
ま

し
た
）

経営所得安定対策を

積極的に対応するのか

藤 井 春 雄 議員

―E般置質量間



一E般質 問

大仙市職員の

研修計画は

金 谷 道 男 議員

【質
問
】

人
材
育
成
の
施
策
は
色
々
な
分
野

に
対
す
る
も
の
が
必
要
で
あ
り
ま
す

が
、
大
仙
市
職
員
の
方
々
の
能
力
向

上
の
た
め
の
研
修
計
画
は
、
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

【答
弁
】
栗
林
市
長

職
員
が
職
場
で
の
仕
事
を
通
じ
て

自
己
成
長

・
自
己
実
現
を
目
指
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
組
織
が
活
性
化
さ
れ

市
民
満
足
度
を
高
め
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
職
場
に
お
け
る
学
習
風
土
づ

く
り
を
進
め
る
と
と
も
に
、
新
た
な

人
事
管
理
制
度
や
人
事
評
価
制
度
の

導
入
な
ど
の
検
討
も
含
め
、
効
率
的

に
研
修
で
き
る
よ
う
努
め
て
参
り
ま

す
。

【質
問
】

こ
れ
か
ら
の
農
業
は
自
立
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
立
す
る
た
め

に
は
地
域
に
意
欲
的
な
農
業
者
を
作

ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
恒
久
的

な
農
業
後
継
者
を
育
成
す
る
制
度
を

創

っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
が
、
い

か
が
か
。

【答
弁
】
栗
林
市
長

大
仙
市
全
域
を
対
象
と
し
た
現
行

の
大
仙
市
奨
学
資
金
貸
与
制
度
の
活

用
も
含
め
、
太
田
農
業
振
興
情
報
セ

ン
タ
ー
を
新
規
就
農
者
の
中
核
施
設

と
し
て
位
置
付
け
、
新
た
な
制
度
を

平
成
十
九
年
度
施
行
に
向
け
て
、
検

討
し
て
参
り
ま
す
。

【質
問
】

こ
れ
か
ら
の
行
政
運
営
、
自
治
体

経
営
、
ま
ち
づ
く
り
は
住
民
と
の
協

働
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま

す
。
住
民
の
学
習
活
動
が
し
っ
か
り

サ
ポ
ー
ト
さ
れ
て
こ
そ
と
思
い
ま
す

が
、
き
っ
か
け
作
り
や
機
会
づ
く
り
、

学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
り
を
ア
ド
バ
イ

ス
す
る
専
門
職
が
必
要
だ
と
考
え
る

が
い
か
が
で
し
よ
う
か
。

【答
弁
】
相
馬
教
育
次
長

社
会
教
育
法
に
基
づ
く
社
会
教
育

主
事
の
資
格
取
得
者
で
す
が
、
現
在

三
十
三
名
が
お
り
、
そ
の
う
ち
十
名

が
市
内
生
涯
学
習
関
連
施
設
に
配
置

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
今
後
と
も
計
画

的
に
資
格
取
得
職
員
の
増
員
を
図
る

と
と
も
に
、
有
資
格
職
員
の
配
置
に

つ
き
ま
し
て
も
配
慮
し
て
参
り
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
地
域
に
お
け

る
生
涯
学
習
を
盛
ん
に
す
る
た
め

に
、
住
民
の
身
近
な
と
こ
ろ
で
学
習

活
動
を
奨
励

。
支
援
す
る
生
涯
学
習

奨
励
員
九
十
五
名
等
を
配
置
し
、
学

習
の
機
会
づ
く
り
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
づ

く
り
に
協
力
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。

（金
谷
議
員
は
こ
の
質
問
の
ほ
か
、
税
源

移
譲
と
住
民
負
担
に
つ
い
て
の
質
問
も

行
い
ま
し
た
）
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個人情報保護法が

拡大解釈されていないか

渡 邊 秀 俊 議員

【質
問
】

個
人
情
報
だ
と
い
う
こ
と
で
、
ご

く
身
近
な
会
議
資
料
や
会
員
名
簿
か

ら
住
所
、
電
話
番
号
を
削
除
し
、
連

・
絡
を
取
る
と
き
に
電
話
帳
を
め
く
っ

て
探
し
出
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は

随
所
で
見
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

個
人
と
社
会
が
良
好
な
関
係
を
維
持

し
、
成
熟
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

て
い
く
た
め
に
は
、
住
所
、
氏
名
、

年
齢
に
つ
い
て
は
、
施
行
前
と
は
行

か
な
い
ま
で
も
、
も
う
少
し
公
表
さ

れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考

え
る
が
い
か
が
か
。

【答
弁
】
栗
林
市
長

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

は
、
五
千
人
を
超
え
る
数
の
個
人
情

報
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
て
事
業
の

用
に
供
す
る
民
間
事
業
者
を
対
象
と

す
る
も
の
で
、
個
人
情
報
が
五
千
人

分
以
下
の
者
、
ま
た
、
事
業
の
用
に

供
し
な
い
、
い
わ
ゆ
る

一
般
私
人
は

法
律
の
適
用
除
外
と
な

っ
て
お
り
ま

す
。ま

た
、
個
人
情
報
保
護
法
は
、
名

簿
作
成
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で
は

な
く
、
町
内
会
は
法
の
適
用
か
ら
除

外
さ
れ
る
団
体
で
あ
り
ま
す
の
で
、

従
来
ど
お
り
名
簿
を
作
成
し
、
本
来

の
目
的
に
沿

つ
て
利
用
す
る
こ
と

は
、
何
ら
問
題
の
な
い
も
の
で
あ
り

ま
す
。
た
だ
し
、
個
人
情
報
を
提
供

す
る
か
否
か
は
、
あ
く
ま
で
本
人
の

意
思
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
問
題
で
あ

り
ま
す
の
で
、
本
人
に
利
用
目
的
を

明
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
目
的
に

従

っ
て
適
正
に
利
用
す
る
こ
と
を
よ

く
理
解
し
て
い
た
だ
き
、
過
剰
な
不

安
を
取
り
除
い
て
い
く
こ
と
が
、
こ

う
し
た
法
の
適
用
対
象
外
と
な
る
事

例
を
含
め
、
個
人
情
報
保
護
制
度
を

円
滑
に
運
用
し
て
い
く
上
で
肝
要
で

Ｃ

あ
る
と
考
え
ま
す
。

【質
問
】

個
人
情
報
保
護
法
の
拡
大
解
釈
と

過
剰
反
応
に
ど
う
対
応
し
て
い
く
の

か
お
伺

い
し
た
い
。

【答
弁
】
栗
林
市
長

現
在
、
制
度
が
制
定
さ
れ
て
間
も

な
い
こ
と
か
ら
、
過
敏
に
な

つ
て
い

る
状
況
も
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
市

民

へ
の
啓
発
に
努
め
て
参
り
ま
す

が
、
総
務
課
、
各
総
合
支
所
地
域
振

興
課
、
消
費
生
活
相
談
所
を
個
人
情

報
保
護
制
度
に
関
す
る
窓
口
と
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
具
体
的
な
ケ
ー
ス

に
つ
き
ま
し
て
は
ご
相
談
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

―]般曇質I問
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当
委
員
会
に
付
託
と
な

っ
た
案
件

は
、
条
例
案
二
件
、
単
行
案

一
件
、

一
般
会
計
補
正
予
算
で
い
ず
れ
も
原

案
ど
お
り
可
決
、
同
意
と
決
し
ま
し

た
。条

例
の
改
正
の
う
ち
、
大
仙
市
駐

車
場
条
例
の

一
部
改
正
は
、
大
仙
市

役
所
駐
車
場
を
利
用
者
の
利
便
性
を

優
先
し
て
料
金
を
徴
し
な
い
よ
う
に

改
正
す
る
も
の
。

単
行
案
の
秋
田
県
市
町
村
総
合
事

務
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体

）

の
数
の
減
少
及
び
秋
田
県
市
町

村
総
合
事
務
組
合
規
約
の

一
部

変
更
に
つ
い
て
は
、
同
総
合
事

務
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共

団
体
の
中
に
市
町
村
合
併
に
伴

い
脱
退
及
び
加
入
並
び
に
名
称

を
変
更
す
る
団
体
が
生
じ
た
た

め
の
変
更
。

一
般
会
計
補
正
予
算
は
、
大

曲
南
庁
舎
の
維
持
管
理
費
と
仙

北
庁
舎
の
施
設
修
繕
費
と
し

て
七
五
六
万
円
の
補

正
で
あ

っ
た
。

当
委
員
会
に
付
託
と
な

っ
た
案
件
は

条
例
案
三
件
、　
一
般
会
計
補
正
予
算
、

特
別
会
計
補
正
予
算
三
件
、
単
行
案

一

件
で
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
、
同

意
と
決
し
ま
し
た
。

条
例
の
改
正
の
う
ち
、
大
仙
市
国
民

健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る

条
例
は
、
医
療
費
の
増
加
が
見
込
ま
れ

る

一
方
で
所
得
の
落
ち
込
み
等
に
よ
り

税
収
が
当
初
見
込
を
下
回
る
こ
と
か

ら
、
同
事
業
の
財
政
基
盤
を
維
持
す

る
た
め
、
基
礎
課
税
額
の
所

得
割
額

の
税
率
を
改
正

す
る
も

の
。

大
仙
市
学
校
設
置

）

条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
は
、

平
成
二
十
年
四
月
開
校
予
定

の
協

和
地
域
統
合
小
学
校

の
建
設
に
係

る
国
庫
補
助
事
業

の
認
定
申
請
に

お

い
て
必
要
な
こ
と
か
ら
改
正
す

る
も
の
。

一
般
会
計
補
正
予
算

の
民
生
費

は
新
た
な
認
可
保
育
所
の
増
加
に

伴
う
法
人
立
等
保
育
所
負
担
金
、

大
曲
保
育
会
に
対
す
る
施
設
整
備

費
補
助
金
等

の
補
正
。
教
育
費
は

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
大
会
派
遣
費
補

助
金
、
中
仙
地
域
の
鴬
野
運
動
場
、

協
和

。
仙
北
野
球
場

の
施
設
修
繕

費
の
補
正
。

仄
曜
瑠

国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
は
、
所
得

の
確
定
及
び

一
般
被
保
険
者
療
養
給
付
費

の
補

正
並
び
に
収
納
率
向
上
特
別
対
策

事
業
費
等
の
補
正
。

単
行
案

の
工
事
請
負
契
約
の
締

結
に
つ
い
て
は
、
五
月
二
十
六
日

に
指
名
競
争
入
札
を
行

っ
た

（仮

称
）
八
乙
女
研
修
宿
泊
施
設
大
規

模
改
修
工
事
に
つ
い
て
契
約
を
締

結
す
る
た
め
に
議
会

の
議
決
を
求

め
る
も
の
で
あ

っ
た
。

当
委
員
会
に
付
託
と
な

っ
た
案

件
は
、
条
例
案

一
件
、　
一
般
会
計

補
正
予
算

で
い
ず
れ
も
原
案
ど
お

り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。

条
例

の
改
正
は
、
大
仙
市
公
の

施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
制
度

の

導
入
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に

関
す
る
条
例
の
制
定
で
、
協
和
地

域

の
荒
川
鉱
山
跡
地
観
光
施
設
、

モ
ー
タ
ー
サ
イ
ク
ル
場
、
ま
ほ
ろ

ば
唐
松
中
世
の
館
等

の
五

つ
の
施

設
に

つ
い
て
指
定
管
理
者
制
度
を

導
入
す
る
こ

と

と

し

て

、

関
係
条
例

の
整

備
を
行
う
も

の
。

一
般
会
計
補
正
予
算

の

農
林
水
産
業
費
は
、
対
象
事

業
者
の
大
幅
な
増
加
に
伴

い
、

あ
な
た
と
地
域

の
農
業
夢
プ

ラ
ン
応
援
事
業
費
、
仙
北

。
太

田
地
域
就
業
改
善
セ
ン
タ
ー

外
壁
等
修
繕

の
補
正
。
商
工

費

で
は
南
外
地
域

の
西
ノ
又

工
業
団
地
進
入
路

の
舗
装
工

事

や
嶽

の
湯

の
温
泉
ポ
ン
プ

等
修
繕
料
の
補
正
で
あ

っ
た
。

一　
　
当
委
員
会
に
付
託

と

な

っ
た
案

件

は
、

条
例
案

二
件
、　
一
般
会

計
補
正
予
算
、
特
別
会
計
補

正
予
算
五
件
、
単
行
案
七
件
で
い

ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
、
同
意
と
決

し
ま
し
た
。

条
例
の
改
正
の
う
ち
、
大
仙
市
水
道

事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部

改
正
で
は
、
仙
北
地
域
の

一
部
の
地
域

を
簡
易
水
道
事
業
に
よ
り
配
水
管
布
設

工
事
等
を
行
い
、
こ
れ
を
上
水
道
に
統

合
し
て
給
水
す
る
こ
と
か
ら
所
要
の
改

正
を
行
う
も
の
。

一
般
会
計
補
正
予
算
の
土
木
費
は
、

雪
害
に
よ
る
側
溝
等

の
修
繕
、
土

砂
利
撤
去
工
事
費
、
西
仙
北
地
域

の
橋

り

ょ
う
架
替
事

業
費

、
中

仙

。
仙
北
地
域

の
道
路
整
備
事
業

費
や
神
岡
地
域

の
屋
内
多
目
的
施

設
の
備
品
購
入
費
、
各
特
別
会
計

予
算

の
補
正
に
伴
う
繰
出
金

の
補

正
で
あ
る
。

特
別
会
計
補
正
予
算

の
う
ち
、

公
共
下
水
道
事
業
は
国
庫
補
助
事

業
費

の
内
示
に
伴
う
神
岡

。
西
仙

北
地
域
補
助
事
業
費

の
補
正
及
び

高
資
本
費
対
策
借
換
債
に
伴
う
元

金
償
還
金
の
補
正
。

単
行
案

の
工
事
委
託
に
関
す
る

協
定

の
締
結
に
つ
い
て
は
、
刈
和

野
浄
化
セ
ン
タ
ー
水
処
理
施
設
増

設
工
事

に
つ
い
て
日
本
下
水
道
事

業
団
と
契
約
を
締
結
す
る
た
め
に

議
会

の
議
決
を
求
め
る
も

の
。
ま

た
、
工
事
請
負
契
約

の
締
結
に
つ

い
て
は
、
五
月
三
十
日
に
指
名
競

争
入
札
を
行

っ
た
大
曲
西
部
地
区

農
業
集
落
排
水
事
業
機
械
設
備
工

事
に

つ
い
て
契
約
を
締
結
す
る
た

め
に
議
会

の
議
決
を
求
め
る
も

の

で
あ

っ
た
。

企
画
産
業
常
任
委
員
会

魏

あ・ιもま↓也

建
設
水
道
常
任
委
員
会
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ブロードバンドの
未整備地区を

どう進める

千 葉  健議員

般 質 問

【質
問
】

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
の
整
備
が
進
ん

で
い
な
い
地
域
を
ど
う
進
め
て
い
く

の
か
、
お
伺

い
し
た
い
。

【答
弁
】
栗
林
市
長

大
仙
市
内
で
Ａ
Ｄ
Ｓ
Ｌ
回
線
の
未

整
備
地
区
は
、
大
沢
郷
地
区
、
強
首

地
区
、
豊
川
地
区
、
荒
川
地
区
、
船

岡
地
区
の

一
部
、
そ
れ
に
峰
吉
川
地

区
の
計
六
カ
所
で
す
。

整
備
に
つ
い
て
は
、
県

。
大
仙

市

。
通
信
事
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
負
担

す
る
県
補
助
事
業
の
高
速
イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
ア
ク
セ
ス
網
整
備
促
進
事
業

を
活
用
し
た
い
と
考
え
て
お
り
、
通

信
事
業
者
と
の
協
議
を
進
め
、
平
成

二
十
年
ま
で
に
は
全
市
に
お
い
て
、

Ａ
Ｄ
Ｓ
Ｌ
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る

よ
う
推
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

【質
問
】

他
の
行
政
区
か
ら
大
仙
市
内
に
勤

務
し
、
家
族
の
仕
事
の
関
係
上
、
ど

う
し
て
も
大
仙
市
内
の
○
歳
児
保
育

を
お
願
い
し
た
い
と
い
う
場
合
、
引

き
受
け
る
環
境
は
整

っ
て
い
る
の
か

伺
い
た
い
。

【答
弁
】
藤
肥
健
康
福
祉
部
次
長

他
市
町
村
の
〇
歳
児
か
ら
五
歳
児

保
育
の
受
入
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、

広
域
入
所
制
度
に
よ
り
対
応
し
て
お

り
ま
す
。
公
立
保
育
所
へ
入
所
希
望

の
場
合
は
、
自
治
体
間
で
の
協
議
と

議
会

の
議
決
が
必
要
と
な
り
ま
す

が
、
当
市
に
お
い
て
は
、
市
長
の
専

決
処
分
事
項
に
指
定
を
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。
法
人
立
保
育
所
へ
入
所

希
望
の
場
合
は
、
自
治
体
間
の
協
議

に
よ
る
こ
と
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。

【質
問
】

大
曲
駅
前
第
二
地
区
土
地
区
画
整

理
事
業
の
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の

総
事
業
費
の
予
測
と
、
今
回
補
正
予

算
で
計
上
さ
れ
た
約
六
億
円
は
当
初

予
算
編
成
の
段
階
で
想
定
さ
れ
て
い

た
の
か
伺

い
た
い
。

【答
弁
】
栗
林
市
長

平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
総
事
業

費
に
つ
い
て
は
、
長
期
間
の
事
業
計

画
で
あ
る
こ
と
や
、
膨
大
な
事
業
費
、

事
業
量
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
合
併
前

の
平
成
十
五
年
度
に
見
直
し
を
行

っ

て
お
り
ま
す
。
住
宅
市
街
地
総
合
整

備
事
業
を
含
め
た
総
事
業
費
は
三

一

五
億
七
，
二
〇
〇
万
円
と
試
算
し
て

お
り
ま
す
。
事
業
費
の
見
直
し
に
つ

き
ま
し
て
は
、
ま
ち
づ
く
り
交
付
金

等

一
部
の
補
助
制
度
に
変
更
が
あ

っ

た
こ
と
等
に
よ
り
、
今

一
度
精
査
、

整
理
の
上
、
ご
報
告
し
た
い
と
存
じ

ま
す
。

今
回
の
補
正
予
算
は
、
中
通
線
ア

ン
ダ
ー
部
の
Ｊ
Ｒ
施
行
分
の
工
事
費

が
当
初
予
算
編
成
時
に
確
定
し
て
お

ら
ず
、
ま
た
こ
れ
に
対
す
る
補
助
金

の
配
分
も
不
明
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら

六
月
補
正
に
お
い
て
対
応
す
る
こ
と

と
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

（千
葉
議
員
は
こ
の
質
問
の
ほ
か
、
子
育

て
支
援
策
に
つ
い
て
の
質
問
も
行
い
ま

し
た
）

総
含
支
所

六
月
定
例
会
か
ら
本
会
議

の

一

部
を
市
役
所
各
総
合
支
所

の
大
型

テ
レ
ビ
で
中
継
し
て
い
ま
す
。

今
年
度

の
中
継
予
定
は
、
定
例

会

（九
月
、
十
二
月
、
三
月
）
の

本
会
議
に
お
け
る
市
長
報
告
や
市

政
方
針
、
市
議
会
議
員
に
よ
る

一

般
質
問
や
予
算
質
疑
等
で
す
。

本
会
議
場
ま
で
足
を
運
ば
な
く

て
も
、
最
寄

の
支
所

一
階
市
民
ホ

ー
ル
に
設
置
し
て
い
る
大
型
テ
レ

ビ
で
傍
聴
で
き
ま
す

の
で
ぜ
ひ
ご

覧
く
だ
さ
い
。

）

議
会
が
傍
聴
で
き
ま
す

今
後
は
傍
聴
で
き
る
場
所
を
増

や
し
て
い
く
予
定
で
す
。

定例会の冒頭で表彰状が伝達されました。

た 「第82回全国市議会議長会定期総会」

いて、佐藤文子議員が議員15年以

続者 として同議長会の表彰を

6月 定例会から開始された議会のテレビ中継
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住民参画のまちづくり先進地、広島県廿
日市市で説明を受ける教育民生常任委員

六
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
に
か

け
て
、
広
島
県
廿
日
市
市
と
山
口
県

岩
国
市
を
視
察
し
ま
し
た
。

広
島
県
廿
日
市
市
で
は

「住
民
参

画
の
ま
ち
づ
く
り
」
に
つ
い
て
、
同

市
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
研

修
を
行
い
ま
し
た
。
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
は
、
市
民
と
行
政
と
の
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
を
形
成
し
な
が
ら
、
市

民
活
動
が
活
発
で
、
市
民
が
主
体
と

な

っ
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め

に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、
市
民
と
市 教

育
民
生
常
任
委
員
会
視
察
研
修

民
活
動
団
体
、
行
政
機
関
と
市
民
活

動
団
体
な
ど
の
連
絡
調
整
機
関
と
し

て
の
役
割
を
担

っ
て
い
ま
す
。
行
政

主
導
で
は
な
く
、
市
民
主
体
の
ま
ち

づ
く
り
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
取
り

組
み
が
必
要
な
の
か
、
十
日
市
市
の

説
明
を
受
け
な
が
ら
、
活
発
な
意
見

交
換
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

山
口
県
岩
国
市
で
は

「環
境
Ｉ
Ｓ

Ｏ
取
得
の
経
緯
と
取
り
組
み
内
容
に

つ
い
て
」
及
び

「基
地
行
政
と
地
域

住
民
と
の
関
わ
り
」
に
つ
い
て
研
修

を
行
い
ま
し
た
。
環
境
Ｉ
Ｓ
Ｏ
は
地

球
環
境
に
優
し
い
企
業
経
営
や
団
体

活
動
を
実
現
す
る
た
め
に
、
地
球
環

境
を
保
護
す
る
観
点
か
ら
そ
れ
ら
の

活
動
を
管
理
し
て
い
く
た
め
の
世
界

共
通
基
準
で
あ
り
、
同
市
は
省
エ
ネ

ル
ギ
ー

・
省
資
源
の
推
進
、
環
境
に

配
慮
し
た
製
品
の
使
用
推
進
、
職
員

の
環
境
保
全
意
識
の
向
上
、
京
都
議

定
書
に
あ
る
地
球
温
暖
化
対
策
と
し

て
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
総
排
出
量
の

削
減
な
ど
を
い
ち
早
く
導
入
し
、
環

境
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
環
境
保

護
の
た
め
に
何
を
す
べ
き
か
、
大
変

有
意
義
な
研
修
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
岩
国
基
地
を
抱
え
る
市
と

し
て
、
米
軍

。
米
兵
と
地
域
住
民
と

の
関
わ
り
や
騒
音
問
題
な
ど
に
つ
い

て
担
当
課
の
説
明
を
受
け
、
併
せ
て

基
地
移
設
予
定
地
の
現
場
視
察
を
行

い
ま
し
た
。
（委
員
長
　
門
脇

一
男
）

【
４
月
】

５
日
　
議
員
全
員
協
議
会

‐４
日
　
議
会
報
編
集
委
員
会

２４
日
　
議
会
運
営
委
員
会

２７
日
　
第
２
回
市
議
会
臨
時
会

【
５
月
】

９
日
　
佐
賀
県
唐
津
市
議
会
行
政

視
察

（循
環
バ
ス
）

‐７
日
　
愛
知
県
大
府
市
議
会
行
政

視
察

（地
域
づ
く
り
）

‐８
日

｛呂
崎
県
宮
崎
市
議
会
行
政

視
察

（総
合
支
所
の
役
割
）

２６
日
　
建
設
水
道
常
任
委
員
会
所

管
事
務
調
査

３０
日
　
教
育
民
生
常
任
委
員
会
協

豊織一〈
ム

【
６
月
】

１
日
　
議
会
運
営
委
員
会

８
日

｛疋
例
市
議
会

（
１
日
目
）

‐６
日
　
定
例
市
議
会

（
２
日
目
）

‐９
日

｛疋
例
市
議
会

（
３
日
目
）

２０
日

｛疋
例
市
議
会

（
４
日
目
）

２０
日
～
２２
日
　
常
任
委
員
会
審
査

２６
日

｛疋
例
市
議
会

（
５
日
目
）

２８
日
～
３０
日
　
教
育
民
生
常
任
委

員
会
視
察
研
修

（広
島
県
廿

日
市
市

・
山
口
県
岩
国
市
）

◎旧四ツ屋堰改修に関することについて =採  択=

◎ずさんな米国産牛肉の輸入に抗議 し、BSEの 万全
な対策を求めることについて     =採  択=

=採 択=

◎ 「市町村合併の特例に関する法律」に対することに

◎用水路U字 溝の嵩上げについて    =採  択=

◎違法伐採問題への対応強化を求めることについて
=採 択=

◎出資法の上限金不Jの引き下げ等、 「出資の受入れ、
預り金及び金利等の取締に関する法律」及び 「貸金
業の規制等に関する法律」の改正を求めることにつ

つ いて =採 択=

い て =採 択=

◎ずさんな米国産牛肉の輸入に抗議 し、BSEの 万全
な対策を求める意見書 =原 案可決=

める意見書 =原 案可決=

◎違法伐採問題への対応強化を求める意見書
=原 案可決=

◎出資法の上限金利の引き下げ等、 「出資の受入れ、
預 り金及び金利等の取締に関する法律」及び 「貸金
業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書

=原 案可決=

◎最低保障年金制度の創設を求める意見書
=原 案可決=

◎地方交付税制度の財源保障機能を堅持 し、充実させ
る意見書             =原 案可決=

◎ 「仕事 と生活の調和推進基本法」(仮称)の制定を求

◎最低保障年金制度の創設を求めることについて
=採 択=

◎地方交付税制度の財源保障機能を堅持 し、充実させ
ることについて           =採  択=

◎住民の暮らしを守 り、公共サービス拡充を求めるこ
とについて             =不 採択=

◎脳脊髄液減少症の研究 ・治療等の推進を求める意見
書                =原 案可決=

※これらの意見書は、大仙市議会の提案により議決 し、
内閣総理大臣をはじめ、各関係大臣に対 し要望 しま
した。

◎道路改良並びに舗装に関することについて
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2億 6′488万 5千 円を追カロ

□歳 入 □

【12款 分担金及び負担金  5,819千 円】

○保育所保育料負担金          5,819千 円

【14款 国庫支出金  28,510千 円】

○国庫負担金(保育所運営費負担金)

○国庫補助金(障害者自立支援法事務費等)

【15款 県支出金  65,982千 円】

○県負担金(保育所運営費負担金)

○県補助金

【16款 財産収入  19,100千 円】

【17款 寄付金  1,ooo千 円】

【18款 繰入金  1,454千 円】

【19款 繰越金  119,375千 円】

【20款 諸収入  8,645千 円】

【21款 市債  15,000千 円】

○母子寡婦家庭住宅整備事業債等

□歳 出□

【2款 総務費  21,696千 円】

○町内集落会館建設費等補助金

○大曲南庁舎。仙北庁舎維持管理・施設修繕費

【3款 民生費  65,185千 円】

○法人立等保育所負担金

○法人立保育所補助金         17,198千 円

○国民健康保険事業特別会計繰出金   △4,381千円

【4款 衛生費  3,455千 円】

○簡易水道事業特別会計繰出金      2,539千 円

【5款 労働費  7,500千 円】

○大仙市雇用助成金 7,500千円

【6款 農林水産業費  69,994千円】
○あなたと地域の農業夢プラン応援事業費 63,677千円

【7款 商工費  15,985千円】

平成18.8‖ⅢI‖|‖‖‖|‖IⅢ‖|‖‖‖‖|‖||‖‖|IⅢ‖‖(6)|‖|‖|

一般会計補正予算(第2号 )を原案可決
一般会計の補正予算は、国庫補助事業 ・県補助事業費の採択や各施設の修繕費、認可保育所の新規増加

による法人立保育所の負担金、各特別会計予算の補正に伴う繰出金が主なものであり、歳入歳出予算の総
額にそれぞれ2億 6,488万 5千 円を追加し、補正後の予算総額を446億 7,588万 1千円といたし
ました。補正予算の主な内容は次のとおりです。

13,608千円

14,902千円

6,804千円

59,012千円

15,000千円

8,279千円

7,560千円

42,295千円

○企業誘致振興対策費

○嶽の湯温泉管理費

【8款 土木費  39,916千 円】

○道路維持管理費

○道路新設改良費

○土地区画整理事業特別会計繰出金

○宅地造成事業特別会計繰出金

○学校生活支援事業費

○保健体育総務費補助金

○野球場管理費

○特定環境保全公共下水道特別会計繰出金 3,338千円

【10款 教育費  41,154千 円】

5,074千円

5,016千円

7,424千円

22,245千円

10,090千円

△12,594千円

6,613千円

4,857千円

19,228千円

麗
教
育
委
員
会

委
員
の
任
命
に
同
意

本
会
議
第
五
日
の
六
月
二
十
六

日
に
は

「
大
仙
市
出
資
法
人
等
経

営
改
革

調
査
特

別
委

員
会
」

と

「
大
仙
市
福
祉
施
設
等
法
人
化
調

査
特
別
委
員
会
」

の
二
つ
の
特
別

委

員
会

が
追
加
議
事

で
提
案

さ

れ
、
原
案
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

「
大
仙
市
出
資
法
人
等
経
営
改

革
調
査
特
別
委
員
会
」
は
市
が
第

三
セ
ク
タ
ー
で
経
営
し
て
い
る
温

泉
施
設
な
ど
を
市
当
局
と

一
体
と

な

っ
て
経
営
改
革
に
向
け
て
調
査

す
る
も

の
。
ま
た
、
「
大
仙
市
福

祉
施
設
等
法
人
化
調
査
特
別
委
員

会
」
は
合
併
前

の
各
町
村
が
経
営

し
、
合
併
後
は
市

の
直
営
と
な

っ

）

■
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
同
意

て
い
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や

保
育
所
等
を
法
人
化
に
つ
い
て
調

査
す
る
も

の
。
二
つ
の
特
別
委
員

会

の
委
員
は
次

の
と
お
り

で
す
。

【
大
仙
市
出
資
法
人
等
経
営
改
革

調
査
特
別
委
員
会
】
八
名

委
員
長

▼
北
村
稔
、
副
委
員
長

▼

斉
藤
博
幸
、
委
員

▼
金
谷
道
男
、

石
塚
柏
、
千
葉
健
、
竹
原
弘
治
、

本
間
輝
男
、
鎌
田
正

【
大
仙
市
福
祉
施
設
等
法
人
化
調

査
特
別
委
員
会
】
八
名

委
員
長

▼
大
野
忠
夫
、
副
委
員
長

▼
大
山
利
吉
、
委
員
▼
藤
井
春
雄
、

渡
邊
秀
俊
、
佐
藤
芳
雄
、
武
田
隆
、

門
脇

一
男
、
藤
田
君
雄

三浦 憲― 氏

(花館 ・再任)

小林 綾子 氏

(神宮寺 ・新任)

高橋 弘毅 氏

(南外 ・再任)

二
つ
の
特
別
委
員
会
を
設
置

第
ニ
セ
ク
タ
ー
や
福
祉
施
設
等
を
調
査
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（四
月
二
十
七
日
開
会
）

■
条
例
関
係

☆
専
決
処
分
報
告
に
つ
い
て

（大

仙
市
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る

条
例
）

☆
専
決
処
分
報
告
に
つ
い
て

（大

仙
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一

部
を
改
正
す
る
条
例
）

☆
大
仙
市
南
外
ふ
る
さ
と
館
設
置

条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

☆
大
仙
市
障
害
程
度
区
分
認
定
審

査
会
の
委
員
を
定
め
る
条
例
の

一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

☆
大
仙
市
八
乙
女
温
泉
さ
く
ら
荘

設
置
条
例
等

の

一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

■
補
正
予
算
関
係

☆
専
決
処
分
報
告
に
つ
い
て

（平

成
十
七
年
度
大
仙
市

一
般
会
計
補

正
予
算

（第
十
号
と

☆
専
決
処
分
報
告
に
つ
い
て

（平

成
十
七
年
度
大
仙
市
老
人
保
健
特

別
会
計
補
正
予
算

（第
四
号
と

☆
専
決
処
分
報
告
に
つ
い
て

（平

成
十
七
年
度
大
仙
市
奨
学
資
金
特

別
会
計
補
正
予
算

（第
二
号
じ

☆
専
決
処
分
報
告
に
つ
い
て

（平

成
十
七
年
度
大
仙
市
宅
地
造
成
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算

（第
三
号
と

☆
平
成
十
八
年
度
大
仙
市

一
般
会

計
補
正
予
算

（第

一
号
と

■
そ
の
他

☆
専
決
処
分
報
告
に
つ
い
て

（議

決
の
変
更
に
つ
い
て
）

（六
月
八
日
～

六
月
二
十
六
日
開
会
）

■
条
例
関
係

☆
大
仙
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

☆
大
仙
市
駐
車
場
条
例
の

一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

☆
大
仙
市
大
曲
都
市
計
画
事
業
大

曲
駅
前
第
二
地
区
土
地
区
画
整
理

事
業

の
施
行
規
程
に
関
す
る
条
例

の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

☆
大
仙
市
水
道
事
業

の
設
置
等

に

関
す
る
条
例

の

一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

☆
大
仙
市
立
学
校
設
置
条
例

の

一

部
を
改
正
す

る
条
例

の
制
定

に

つ

い
て

☆
大
仙
市
民
体
育
館
条
例

の

一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て☆
大
仙
市
公
の
施
設
に
係
る
指
定

管
理
者
制
度

の
導
入
に
伴
う
関
係

条
例

の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
制

｛疋
に
つ
い
て

☆
大
仙
市
長
及
び
助
役

の
給
与
及

び
旅
費
に
関
す
る
条
例

の

一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

■
補
正
予
算
関
係

☆
専
決
処
分
報
告
に
つ
い
て

（平

成
十
八
年
度
大
仙
市
老
人
保
健
特

別
会
計
補
正
予
算

（第

一
号
と

☆
平
成
十
八
年
度
大
仙
市

一
般
会

計
補
正
予
算

（第
二
号
）

☆
平
成
十
八
年
度
大
仙
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（第

一
号
）

☆
平
成
十
八
年
度
大
仙
市
土
地
区

画
整
理
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（第

一
号
）

☆
平
成
十
八
年
度
大
仙
市
学
校
給

食
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（第

一
日万
）

☆
平
成
十
八
年
度
大
仙
市
宅
地
造

成
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（第

一
口万
）

☆
平
成
十
八
年
度
大
仙
市
簡
易
水

道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（第

一
口万
）

☆
平
成
十
八
年
度
大
仙
市
公
共
下

水

道
事

業
特

別
会
計
補

正

予
算

（第

一
号
）

☆
平
成
十
八
年
度
大
仙
市
特
定
環

境
保
全
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算

（第

一
号
）

■
人
事
関
係

☆
教
育
委
員
会
委
員

の
任
命
に
つ

い
て

☆
人
権
擁
護
委
員

の
候
補
者

の
推

薦
に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に

つ
い
て

含
一件
）

■
そ
の
他

☆
秋
田
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合

を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体

の
数

の
減
少
及
び
秋
田
県
市
町
村
総
合

事
務
組
合
規
約
の

一
部
変
更
に
つ

い
て

☆
大
仙
市
土
地
開
発
公
社
定
款

の

一
部
変
更
に
つ
い
て

☆
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い

て

（二
件
）

☆
工
事
委
託
に
関
す
る
協
定

の
締

結
に
つ
い
て

☆
財
産
の
処
分
に
つ
い
て

☆
平
成
十
八
年
度
大
仙
市
簡
易
水

道
事
業
特
別
会
計

へ
の
繰
入
額

の

変
更
に
つ
い
て

☆
平
成
十
八
年
度
大
仙
市
公
共
下

水
道
事
業
特
別
会
計

へ
の
繰
入
額

の
変
更
に
つ
い
て

☆
平
成
十
八
年
度
大
仙
市
特
定
環

境
保
全
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会

計

へ
の
繰
入
額
の
変
更
に
つ
い
て

〇
二
十
四
の
議
案
と
人
事
案
件
に

伴
う
五
件
の
追
加
議
案
を
審
議
、

可
決
し
て
六
月
定
例
会
を
終
え
た
。

度
重
な
る
職
員
の
ミ
ス
で
報
酬
の

減
額
を
示
し
た
市
長
の
陳
謝
で
始

ま

っ
た
が
、
新
市

一
年
余
シ
ス
テ

ム
ヘ
の
対
応
に
不
慣
れ
と
い
う
こ

と
で
は
す
ま
さ
れ
ま
い
。
現
場
の

一
層
の
研
鑽
を
願
っ
て
お
き
た
い
。

○
そ
の
他
、
今
定
例
会
か
ら
来
年

の

「秋
田
わ
か
杉
国
体
」
に
向
け
、

Ｐ
Ｒ
に
協
力
し
よ
う
と
議
員
全
員

と
市
長
以
下
議
場
に
出
席
す
る
職

員
も
国
体
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
ジ
ャ
ケ

ツ
ト
を
国
体
が
開
催
さ
れ
る
ま
で

の
定
例
会
の
初
日
に
着
用
す
る
こ

と
、
議
会
の
本
会
議
の
や
り
と
り

な
ど
テ
レ
ビ
中
継
シ
ス
テ
ム
を
ス

タ
ー
ト
さ
せ
た
こ
と
、

「
しど
も

見
守
り
隊
」
の
ス
テ
ツ
カ
ー
を
議

員

（有
志
）
の
車
に
付
け
る
事
な

ど
申
し
合
わ
せ
た
こ
と
を
ど
、
何

か
と
新
聞
、
テ
レ
ビ
を
賑
わ
せ
た

議
会
で
も
あ

っ
た
。

○
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
話
題
で
こ
れ

ら
が

一
過
剰
に
む
ら
ぬ
よ
う
、
こ

の
大
仙
市
の
将
来
を
見
据
え
た
ビ

ジ

∃
ン
の
追
求
の

一
つ
の
行
為
と

し
て
心
し
て
い
き
た
い
も
の
だ
。

編
集
委
員
　
佐
藤
隆
盛
　
記
　
）


